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１ 基本計画編とアクションプラン編について 

国土強靱化の取組は、長期にわたる継続的な指針性とともに着実な推進による実効性が求 

 められることから、市地域計画は、「基本計画編」及び「アクションプラン編」の２編で構成 

するものとし、その主な内容は次表のとおりとする。 
 

 

 

基本計画編は、国土強靱化に関する長期にわたる継続的な指針性を有する計画とするため、 

期間設定は行わないが、総合計画の基本計画策定時期と合わせて、国や県の国土強靱化に関す 

る取組の動向、社会情勢の変化、施策の達成状況など踏まえ、原則５年ごとに見直しを行う。 

アクションプラン編は、国土強靱化に関する取組を着実に実行できるよう、総合計画の基本 

計画と合わせて計画の期間を５年間とし、各種分野別計画等に示される数値目標等を活用し、 

適切な進捗管理をすることが必要である。 

このため、白井市国土強靱化地域計画アクションプラン（以下「アクションプラン」）では、 

市強靱化地域計画に基づき、市総合計画や各種分野別計画等との整合を勘案し、国土強靱化の 

ための具体的な事業を位置付ける。 

 

 

２ 施策の重点化 
限られた資源で効率的・効果的に強靱化を進めるためには、施策の優先順位付けを行い、優 

先順位の高いものについて、重点化しながら進める必要がある。 

基本計画編では、各リスクシナリオへの対応方策について、市域の災害特性などを踏まえ、 

人命保護を最優先とするとともに、自助、共助、公助の連携による一体的な計画の推進が重要 

  であることから、市民の生命に係る事業や市民との連携強化や地域防災力の向上に係る事業を 

１１の重点化するべきプログラムとして選定している。 

 

 

基本計画編 

・計画の基本的な考え方 

・脆弱性の分析・評価とリスクシナリオ 

（起きてはならない最悪の事態）への対応方策 

・対応方策の重点化 

アクションプラン編 ・リスクシナリオに対応する施策及び事業計画 
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 ３ 市強靱化計画におけるリスクシナリオ     ※塗りつぶし箇所は、重点化するプログラム。       

№ 
事前に備え 

るべき目標 
 リスクシナリオ（起きてはならない最悪の事態） 

1 

あらゆる自然災

害に対し、直接

死を最大限防ぐ 

1-1 
大地震に伴う、住宅・建物・不特定多数が集まる施設等の複合的・大規模倒壊

による多数の死傷者の発生 

1-2 地震に伴う密集市街地等の大規模火災の発生による多数の死傷者の発生 

1-3 

突発的又は広域的な洪水に伴う長期的な市街地等の浸水による多数の死傷者の

発生(ため池の損壊によるものや、防災インフラの損壊・機能不全等による洪水

等に対する脆弱な防災機能の長期化に伴うものを含む) 

1-4 大規模な土砂災害等による多数の死傷者の発生 

2 

救助・救急、医療

活動が迅速に行

わ れ る と と も

に、被災者等の

健康・避難生活

環境を確実に確

保することによ

り、関連死を最

大限防ぐ  

2-1 
自衛隊、警察、消防、海上保安庁等の被災等による救助・救急活動等の絶対的

不足 

2-2 
医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途絶、エネルギー供給

の途絶による医療機能の麻痺  

2-3 
劣悪な避難生活環境、不十分な健康管理がもたらす、多数の被災者の健康・心

理状態の悪化による多数の死者の発生 

2-4 
被災地での食料・飲料水・電カ・燃料等、生命に関わる物資・エネルギー供給の

停止 

2-5 想定を超える大量の帰宅困難者（通勤・通学・来訪者等）の発生による混乱 

2-6 大規模な自然災害と感染症の同時発生 

3 

必要不可欠な行

政機能は確保す

る 

3-1 被災による司法機能、警察機能の大幅な低下による治安の悪化、社会の混乱 

3-2 市職員・公共施設等の被災による行政機能の大幅な低下 

4 

経済活動を機能

不全に陥らせな

い 

4-1 サプライチェーンの寸断等による企業の生産力低下 

4-2 
高圧ガス施設等の重要な産業施設の火災・爆発に伴う有害物質等の大規模拡散・

流出 

4-3 金融サービス・郵便等の機能停止による国民生活・商取引等への甚大な影響 

4-4 食料等の安定供給の停滞に伴う、国民生活・社会経済活動への甚大な影響 

4-5 農地・森林や生態系等の被害に伴う荒廃・多面的機能の低下 

5 

情報通信サービ

ス、電力等ライ

フライン、燃料

供給関連施設、

交通ネットワー

ク等の被害を最

小限に留めると

ともに、早期に

復旧させる 

5-1 

テレビ・ラジオ放送の中断や通信インフラの障害により、インターネット・SNS

など、災害時に活用する情報サービスが機能低下し、情報の収集・伝達が出来

ず、避難行動や救助・支援が遅れる事態 

5-2 
電力供給ネットワーク(発変電所・送配電設備)長期間・大規模にわたる機能の

停止 

5-3 都市ガス供給・石油・LPガス等の燃料供給施設等の長期間にわたる機能の停止 

5-4 上下水道施設の長期期間にわたる機能停止 

5-5 
基幹的交通から地域交通網まで、陸上交通ネットワークの機能停止による物流・

人流への甚大な影響 

6 

地域社会・経済

が迅速かつ従前

より強靱な姿で

復興できる条件

を整備する 

6-1 
自然災害後の地域のより良い復興に向けた事前復興ビジョンや地域合意の欠如

等により、復興が大幅に遅れ地域が衰退する事態 

6-2 

災害対応・復旧復興を支える人材等(専門家、コーディネータ―、ボランティア、

NPO、企業、労働者、地域に精通した技術者等)の不足等により復興できなくな

る事態 

6-3 大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復興が大幅に遅れる事態 

6-4 
事業用地の確保、仮設住宅・仮店舗・仮事業所等の整備が進まず復興が大幅に

遅れる事態 

6-5 
貴重な文化財や環境的資産の喪失、地域コミュニティの崩壊等による有形・無

形の文化財の衰退・喪失 

6-6 
風評被害や信用不安、生産力の回復遅れ、大量の失業・倒産等による地域経済

等への甚大な影響 
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４ リスクシナリオごとのアクションプラン 

以上を踏まえ、次のようにリスクシナリオごとのアクションプランを定める。 

   なお、各取組の実現に当たっては、第６次総合計画前期実施計画とも整合を図り、着実 

  な事業の実施に努める。 

また、基本計画編における重点化の視点に該当する事業を■で示す。 
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５ 具体的な取組事項 

リスクシナリオ １－１ 

大地震に伴う、住宅・建物・不特定多数が集まる施設等の複合的・大規模倒壊による多数の死傷者の発生 

施策の名称 取組の名称 

【担当課】 

事  業  概  要  な  ど 

（実施計画の事業内容とする。） 

公共施設の

耐災害の向

上 

 

■小中学校

施設改修事

業 

【教育総務

課】 

 

 

 

事

業

概

要 

目

的 

安全安心を最優先に、社会状況の変化に対応した学校施設に求めら

れる機能を確保する。 

内

容 

学校施設の長寿命化計画に基づき、校舎等の大規模改修工事を行

う。 

交付金等名称：学校施設環境改善交付金 

R8 ・大規模改修 校舎工事（桜台小）・校舎一部工事（桜台中） 

R9 ・大規模改修 柔剣道場実施設計（七次台中） 

R10 ・大規模改修 体育館実施設計（池の上小） 

・大規模改修 柔剣道場工事（七次台中） 

R11 ・大規模改修 体育館工事（池の上小） 

・大規模改修 体育館実施設計（桜台小） 

・長寿命化改修 校舎基本計画（白井中） 

・大規模改修 体育館基本設計（桜台中） 

R12 ・大規模改修 体育館工事（桜台小） 

・長寿命化改修 校舎・体育館基本設計（白井中） 

・大規模改修 体育館実施設計（桜台中） 

■公共施設

適正管理推

進事業 

【行政経営

推進課】 

 

事

業

概

要 

目 

的 

公共施設（小・中学校を除く）の適正な維持管理を行い、長期的な

視点に立った、施設の集約化、複合化、長寿命化などの取組によ

り、最適な配置や老朽化対策を計画的に進める。 

内

容 

個別施設計画に基づき、公共施設（小・中学校を除く）の計画的な

施設の修繕、維持保全工事、長寿命化工事により老朽化対策を講じ

るとともに、市民サービスの維持向上を効率的に行うための公共施

設の最適配置など、官民連携手法の導入を推進する。 

また、公共施設の維持管理、定期的な法定点検、巡回点検による簡易

な修繕を包括的に実施し、施設の老朽化対策を図る。 

交付金等名称：― 

R8 ・公共施設包括管理業務（2 期）開始 

・公共施設最適配置の検討（実施） 

・官民連携の推進、維持保全工事、長寿命化工事の実施 

・ＬＥＤ照明リース検討 

R9 ・公共施設包括管理業務（2 期） 

・公共施設最適配置の検討（実施） 

・官民連携の推進、維持保全工事、長寿命化工事の実施 

・ＬＥＤ照明リース設置・運用 

R10 ・公共施設包括管理業務（2 期） 

・公共施設最適配置の検討（実施） 

・官民連携の推進、維持保全工事、長寿命化工事の実施 

・ＬＥＤ照明リース運用 

R11 ・公共施設包括管理業務（2 期） 

・公共施設最適配置の検討（実施） 
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・官民連携の推進、維持保全工事、長寿命化工事の実施 

・ＬＥＤ照明リース運用 

R12 ・公共施設包括管理業務（2 期） 

・公共施設最適配置の検討（実施） 

・官民連携の推進、維持保全工事、長寿命化工事の実施 

・ＬＥＤ照明リース運用 

公共施設の

耐災害の向

上 

■文化セン

ター改修等

事業 

【文化セン

ター】 

 

 

 

事

業

概

要 

目

的 

平成６年の開館以来３０年以上が経過した文化センターについて、

現行法令への対応や老朽化した機器・設備の更新を行うと共に、現

在の社会情勢や市民ニーズに合致した施設としていくため、大規模

改修工事に向けた準備を進める。 

内

容 

令和５年５月決定した教育委員会による「文化センターのあり方に

関する方針」に基づき、整備手法や箇所、方法等細部の方向性を定

めた大規模改修に係る基本計画を策定する。 

交付金等名称：― 

R8 ・大規模改修基本計画の策定 

R9 ・大規模改修基本設計の実施 

住宅・建築

物及び宅地

の耐震化や

安全性の向

上 

■建築物耐

震化支援事

業 

【建築宅地

課】 

 

 

 

事

業

概

要 

目

的 

所有者による住宅等の耐震化等を支援し、耐震化率の向上を図り、

災害に強いまちづくりを推進する。 

内

容 

耐震改修促進計画に基づき、住宅等の所有者等に対して、耐震化に

関する啓発、知識の普及、情報提供、耐震診断、耐震改修に係る費

用の一部を補助する。 

交付金等名称：防災・安全交付金（住宅・建築物安全ストック形成事業） 

R8 ・木造住宅耐震診断無料相談会の実施 

・耐震診断・改修事業補助金の交付 

R9 ・木造住宅耐震診断無料相談会の実施 

・耐震診断・改修事業補助金の交付 

R10 ・木造住宅耐震診断無料相談会の実施 

・耐震診断・改修事業補助金の交付 

R11 ・木造住宅耐震診断無料相談会の実施 

・耐震診断・改修事業補助金の交付 

R12 ・木造住宅耐震診断無料相談会の実施 

・耐震診断・改修事業補助金の交付 

地域防災力

の向上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■地域のま

ちづくり推

進事業 

【市民活動

支援課】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事

業

概

要 

目

的 

小学校区まちづくり協議会の設立、活動を支援することで小学校区

内において地域の多様な主体が協力、連携のもと、地域の課題解決

や魅力創出に取り組める環境を整備する。 

内

容 

・「小学校区まちづくり協議会」の設立及び運営について補助金によ

る財政面とまちづくり支援職員制度による人的支援を行う。 

・既存の各まちづくり協議会間の連携に資する取組を検討・実施す

る。 

・自治会等が主体となり小学校区単位で実施するコミュニティ・ま

ちづくり活動に対する助成を行う。 

交付金等名称：― 

R8 ・小学校区まちづくり協議会の設立支援及び運営支援 

・既存の各まちづくり協議会間の連携に資する取組の検討 

・自治連合会小学校区支部への補助金の交付 

R9 ・小学校区まちづくり協議会の設立支援及び運営支援 

・既存の各まちづくり協議会間の連携に資する取組の実施 

・自治連合会小学校区支部への補助金の交付 
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R10 ・小学校区まちづくり協議会の設立支援及び運営支援 

・既存の各まちづくり協議会間の連携に資する取組の実施 

・自治連合会小学校区支部への補助金の交付 

R11 ・小学校区まちづくり協議会の設立支援及び運営支援 

・既存の各まちづくり協議会間の連携に資する取組の実施 

・自治連合会小学校区支部への補助金の交付 

R12 ・小学校区まちづくり協議会の設立支援及び運営支援 

・既存の各まちづくり協議会間の連携に資する取組の実施 

・自治連合会小学校区支部への補助金の交付 

■地域防災

力向上事業 

【危機管理

課】 

 

事

業

概

要 

目

的 

自助・共助による地域防災力向上を推進するため、市民一人ひとり

の防災意識を高めるとともに、市民が主体となって防災活動や避難

所運営に取り組める体制づくりを推進する。 

内

容 

総合防災訓練を小学校区ごとに開催し、地域の災害意識の高揚を図

るとともに、自主防災組織の支援等を行う。また、防災講話や広報

等による啓発活動を行い防災意識の高揚を図る。 

交付金等名称：― 

R8 ・防災講話（なるほど行政講座等） 

・防災アドバイザー派遣・その他啓発活動 

・自主防災組織への防災資機材交付 

・自主防災組織研修・会議 

・市主催の防災訓練の実施 

・地域主催の防災訓練の支援 

R9 ・防災講話（なるほど行政講座等） 

・防災アドバイザー派遣・その他啓発活動 

・自主防災組織への防災資機材交付 

・自主防災組織研修・会議 

・市主催の防災訓練の実施 ・地域主催の防災訓練の支援 

R10 ・防災講話（なるほど行政講座等） 

・防災アドバイザー派遣・その他啓発活動 

・自主防災組織への防災資機材交付 

・自主防災組織研修・会議 

・市主催の防災訓練の実施 

・地域主催の防災訓練の支援 

R11 ・防災講話（なるほど行政講座等） 

・防災アドバイザー派遣・その他啓発活動 

・自主防災組織への防災資機材交付 

・自主防災組織研修・会議 

・市主催の防災訓練の実施 

・地域主催の防災訓練の支援 

R12 ・防災講話（なるほど行政講座等） 

・防災アドバイザー派遣・その他啓発活動 

・自主防災組織への防災資機材交付  

・自主防災組織研修・会議 

・市主催の防災訓練の実施  

・地域主催の防災訓練の支援 

■消防団再

編事業 

【危機管理

事

業

概

目

的 

持続可能な消防団を実現するため、消防団の再編に向けた基本方針

に基づき、組織の最適化を図るとともに、消防団員の入団促進を行

う。 
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課】 

 

 

 

 

 

要 内

容 

地域の実情を考慮し、消防団の再編を行い、消防団組織の最適化及

び各部の対応力の強化を図るとともに、再編により使用しなくなっ

た消防団器具庫及び車両等の処分を行う。 

消防団活動や訓練の内容の見直しを行うとともに、消防団と自主防

災組織との連携強化を図る。 

交付金等名称：― 

R8 ・車両及び器具庫の部名数字化  

・庁舎新築工事に伴う実施設計（１棟） 

・庁舎新築工事に伴う測量（１箇所）  

・消防団再編に伴い不要となった器具庫解体(２棟）  

・SNS 等による消防団活動の PR 

R9 ・庁舎新築工事に伴う実施設計（１棟） 

・庁舎新築工事に伴う測量（１箇所） 

・庁舎新築工事（１棟）  

・消防団再編に伴い不要となった器具庫解体（２棟） 

・小型ポンプ積載車車両更新  

・SNS 等による消防団活動の PR 

R10 ・庁舎新築工事（１棟）  

・消防団再編に伴い不要となった器具庫解体（３棟） 

・水槽付消防ポンプ自動車車両更新  

・SNS 等による消防団活動の PR 

R11 ・消防団再編に伴い不要となった器具庫解体（２棟）  

・庁舎新築に伴う実施設計 

・小型ポンプ積載車車両更新  

・SNS 等による消防団活動の PR 

R12 ・庁舎新築工事  

・小型ポンプ積載車車両更新  

・SNS 等による消防団活動の PR 
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リスクシナリオ １－２ 

地震に伴う密集市街地等の大規模火災の発生による多数の死傷者の発生 

施策の名称 取組の名称 

【担当課】 

事  業  概  要  な  ど 

（実施計画の事業内容とする。） 

自助・共助

による火災

予防対策の

充実 

 

 

 

 

 

■消防団再

編事業 

【危機管理

課】 

 

 

 

 

事

業

概

要 

目

的 

持続可能な消防団を実現するため、消防団の再編に向けた基本方針

に基づき、組織の最適化を図るとともに、消防団員の入団促進を行

う。 

内

容 

地域の実情を考慮し、消防団の再編を行い、消防団組織の最適化及

び各部の対応力の強化を図るとともに、再編により使用しなくなっ

た消防団器具庫及び車両等の処分を行う。 

消防団活動や訓練の内容の見直しを行うとともに、消防団と自主防

災組織との連携強化を図る。 

交付金等名称：― 

R8 ・車両及び器具庫の部名数字化  

・庁舎新築工事に伴う実施設計（１棟） 

・庁舎新築工事に伴う測量（１箇所）  

・消防団再編に伴い、不要となった器具庫解体(２棟）  

・SNS 等による活動の PR 

R9 ・庁舎新築工事に伴う実施設計（１棟）  

・庁舎新築工事に伴う測量（１箇所） 

・庁舎新築工事（１棟）  

・消防団再編に伴い不要となった器具庫解体（２棟） 

・小型ポンプ積載車車両更新 

・SNS 等による活動の PR 

R10 ・庁舎新築工事（１棟）  

・消防団再編に伴い不要となった器具庫解体（３棟） 

・水槽付消防ポンプ自動車車両更新  

・SNS 等による活動の PR 

R11 ・消防団再編に伴い不要となった器具庫解体（２棟）  

・庁舎新築に伴う実施設計 

・小型ポンプ積載車車両更新  

・SNS 等による活動の PR 

R12 ・庁舎新築工事  

・小型ポンプ積載車車両更新 

・SNS 等による活動の PR 

公助として

の消防力の

充実 

■消防団再

編事業 

【危機管理

課】 

 

事

業

概

要 

目

的 

持続可能な消防団を実現するため、消防団の再編に向けた基本方針

に基づき、組織の最適化を図るとともに、消防団員の入団促進を行

う。 

内

容 

地域の実情を考慮し、消防団の再編を行い、消防団組織の最適化及

び各部の対応力の強化を図るとともに、再編により使用しなくなっ

た消防団器具庫及び車両等の処分を行う。 

消防団活動や訓練の内容の見直しを行うとともに、消防団と自主防

災組織との連携強化を図る。 

交付金等名称：― 

R8 ・車両及び器具庫の部名数字化 

・庁舎新築工事に伴う実施設計（１棟） 

・庁舎新築工事に伴う測量（１箇所）  

・消防団再編に伴い不要となった器具庫解体(２棟）  
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・SNS 等で消防団活動の PR 

R9 ・庁舎新築工事に伴う実施設計（１棟）  

・庁舎新築工事に伴う測量（１箇所） 

・庁舎新築工事（１棟）  

・消防団再編に伴い不要となった器具庫解体（２棟） 

・小型ポンプ積載車車両更新 

・SNS 等による活動の PR 

R10 ・庁舎新築工事（１棟）  

・消防団再編に伴い不要となった器具庫解体（３棟） 

・水槽付消防ポンプ自動車車両更新  

・SNS 等による消防団活動の PR 

R11 ・消防団再編に伴い不要となった器具庫解体（２棟）  

・庁舎新築に伴う実施設計 

・小型ポンプ積載車車両更新  

・SNS 等による活動の PR 

R12 ・庁舎新築工事  

・小型ポンプ積載車車両更新  

・SNS 等による消防団活動の PR 

住宅密集地

における火

災予防対策

の充実 

■災害時必

要設備充足

事業 

（感震ブレ

ーカー） 

【危機管理

課】 

 

 

 

事

業

概

要 

目

的 

災害時に想定される必要な設備を充足し、防災機能の強化を図る。 

内

容 

震災時等における電気火災を防止するため、感震ブレーカーの普及

を推進する。 

交付金等名称：― 

R8 ・防災訓練、防災講話、広報しろい、ホームページ、SNS 等による啓発 

・感震ブレーカー等設置状況の調査  

・補助制度の実施 

R9 ・防災訓練、防災講話、広報しろい、ホームページ、SNS 等による啓発 

・感震ブレーカー等設置状況の調査 

・補助制度の実施 

R10 ・防災訓練、防災講話、広報しろい、ホームページ、SNS 等による啓発 

・感震ブレーカー等設置状況の調査 ・補助制度の実施 

R11 ・防災訓練、防災講話、広報しろい、ホームページ、SNS 等による啓発 

・感震ブレーカー等設置状況の調査  

・補助制度の実施 

R12 ・防災訓練、防災講話、広報しろい、ホームページ、SNS 等による啓発 

・感震ブレーカー等設置状況の調査 

・補助制度の実施 

防災空間の

確保・整備 

 

 

 

 

 

公園環境向

上事業 

【都市計画

課】 

 

 

 

事

業

概

要 

目

的 

1 人当たりの公園敷地面積が不足している既存市街化区域（冨士地

区・白井地区）において公園を整備し、住みやすい環境づくりを推

進する。また、老朽化した遊戯施設を中心に公園施設の長寿命化を

図り、快適な公園環境を確保し、安全で楽しい遊び場を継続的に提

供する。 

内

容 

既存市街化区域（冨士地区・白井地区）の公園候補地の検討を行

う。また、都市公園長寿命化計画に位置付けた公園施設の修繕及び

更新を行う。 

交付金等名称：防災・安全交付金（公園事業） 

R8 ・既存市街化区域内における公園候補地の検討 
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・都市公園長寿命化計画に基づく修繕及び更新 

R9 ・既存市街化区域内における公園候補地の検討 

・都市公園長寿命化計画に基づく修繕及び更新 

R10 ・既存市街化区域内における公園候補地の検討 

・都市公園長寿命化計画に基づく修繕及び更新 

R11 ・既存市街化区域内における公園候補地の検討 

・都市公園長寿命化計画に基づく修繕及び更新 

R12 ・既存市街化区域内における公園候補地の検討 

・都市公園長寿命化計画に基づく修繕及び更新 

市道新設改

良事業 

【道路課】 

 

 

 

 

事

業

概

要 

目

的 

道路の新設及び改良により、安全で円滑な道路交通環境を確保す

る。(市道 12-002 号線外 6 路線） 

内

容 

道路の拡幅・歩道設置工事や新設工事を行う。 

交付金等名称：防災・安全交付金（道路事業） 

R8 ・調査、測量・設計、用地買収、工事 

R9 ・調査、測量・設計、用地買収、工事 

R10 ・調査、測量・設計、用地買収、工事 

R11 ・調査、測量・設計、用地買収、工事 

R12 ・調査、測量・設計、用地買収、工事 

地域防災力

の向上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■地域のま

ちづくり推

進事業 

【市民活動

支援課】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事

業

概

要 

目

的 

小学校区まちづくり協議会の設立、活動を支援することで小学校区

内において地域の多様な主体が協力、連携のもと、地域の課題解決

や魅力創出に取り組める環境を整備する。 

内

容 

・「小学校区まちづくり協議会」の設立及び運営について補助金によ

る財政面とまちづくり支援職員制度による人的支援を行う。 

・既存の各まちづくり協議会間の連携に資する取組を検討・実施す

る。 

・自治会等が主体となり小学校区単位で実施するコミュニティ・ま

ちづくり活動に対する助成を行う。 

交付金等名称：― 

R8 ・小学校区まちづくり協議会の設立支援及び運営支援 

・既存の各まちづくり協議会間の連携に資する取組の検討 

・自治連合会小学校区支部への補助金の交付 

R9 ・小学校区まちづくり協議会の設立支援及び運営支援 

・既存の各まちづくり協議会間の連携に資する取組の実施 

・自治連合会小学校区支部への補助金の交付 

R10 ・小学校区まちづくり協議会の設立支援及び運営支援 

・既存の各まちづくり協議会間の連携に資する取組の実施 

・自治連合会小学校区支部への補助金の交付 

R11 ・小学校区まちづくり協議会の設立支援及び運営支援 

・既存の各まちづくり協議会間の連携に資する取組の実施 

・自治連合会小学校区支部への補助金の交付 

R12 ・小学校区まちづくり協議会の設立支援及び運営支援 

・既存の各まちづくり協議会間の連携に資する取組の実施 

・自治連合会小学校区支部への補助金の交付 
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地域防災力

の向上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■地域防災

力向上事業 

【危機管理

課】 

 

事

業

概

要 

目

的 

自助・共助による地域防災力向上を推進するため、市民一人ひとり

の防災意識を高めるとともに、市民が主体となって防災活動や避難

所運営に取り組める体制づくりを推進する。 

内

容 

総合防災訓練を小学校区ごとに開催し、地域の災害意識の高揚を図

るとともに、自主防災組織の支援等を行う。また、防災講話や広報

等による啓発活動を行い防災意識の高揚を図る。 

交付金等名称：― 

R8 ・防災講話（なるほど行政講座等） 

・防災アドバイザー派遣・その他啓発活動 

・自主防災組織への防災資機材交付  

・自主防災組織研修・会議 

・市主催の防災訓練の実施  

・地域主催の防災訓練の支援 

R9 ・防災講話（なるほど行政講座等）  

・防災アドバイザー派遣・その他啓発活動 

・自主防災組織への防災資機材交付  

・自主防災組織研修・会議 

・市主催の防災訓練の実施  

・地域主催の防災訓練の支援 

R10 ・防災講話（なるほど行政講座等）  

・防災アドバイザー派遣・その他啓発活動 

・自主防災組織への防災資機材交付  

・自主防災組織研修・会議 

・市主催の防災訓練の実施  

・地域主催の防災訓練の支援 

R11 ・防災講話（なるほど行政講座等）  

・防災アドバイザー派遣・その他啓発活動 

・自主防災組織への防災資機材交付  

・自主防災組織研修・会議 

・市主催の防災訓練の実施  

・地域主催の防災訓練の支援 

R12 ・防災講話（なるほど行政講座等）  

・防災アドバイザー派遣・その他啓発活動 

・自主防災組織への防災資機材交付  

・自主防災組織研修・会議 

・市主催の防災訓練の実施  

・地域主催の防災訓練の支援 

■消防団再

編事業 

【危機管理

課】 

 

 

 

 

 

 

 

事

業

概

要 

目

的 

持続可能な消防団を実現するため、消防団の再編に向けた基本方針

に基づき、組織の最適化を図るとともに、消防団員の入団促進を行

う。 

内

容 

地域の実情を考慮し、消防団の再編を行い、消防団組織の最適化及

び各部の対応力の強化を図るとともに、再編により使用しなくなっ

た消防団器具庫及び車両等の処分を行う。 

消防団活動や訓練の内容の見直しを行うとともに、消防団と自主防

災組織との連携強化を図る。 

交付金等名称：― 

R8 ・車両及び器具庫の部名数字化  

・庁舎新築工事に伴う実施設計（１棟） 
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・庁舎新築工事に伴う測量（１箇所）  

・消防団再編に伴い不要となった器具庫解体(２棟）  

・SNS 等による消防団活動の PR 

R9 ・庁舎新築工事に伴う実施設計（１棟）  

・庁舎新築工事に伴う測量（１箇所） 

・庁舎新築工事（１棟）  

・消防団再編に伴い不要となった器具庫解体（２棟） 

・小型ポンプ積載車車両更新  

・SNS 等による消防団活動の PR 

R10 ・庁舎新築工事（１棟）  

・消防団再編に伴い不要となった器具庫解体（３棟） 

・水槽付消防ポンプ自動車車両更新  

・SNS 等による消防団活動の PR 

R11 ・消防団再編に伴い不要となった器具庫解体（２棟）  

・庁舎新築に伴う実施設計 

・小型ポンプ積載車車両更新  

・SNS 等による消防団活動の PR 

R12 ・庁舎新築工事  

・小型ポンプ積載車車両更新  

・SNS 等による消防団活動の PR 
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リスクシナリオ １－３ 

突発的又は広域的な洪水に伴う長期的な市街地等の浸水による多数の死傷者の発生 

施策の名称 

 

取組の名称 

【担当課】 

事  業  概  要  な  ど 

（実施計画の事業内容とする。） 

総合的な治

水対策等の

充実 

雨水排水施

設整備事業 

【上下水道

課】 

 

 

 

事

業

概

要 

目

的 

下水道雨水排水施設の整備により、市街地の浸水を防除するととも

に、良好な都市環境の形成と公衆衛生の向上に寄与する。 

内

容 

雨水管渠を整備するための調査、設計及び工事を行う。 

交付金等名称：防災・安全交付金（下水道事業） 

R8 ・雨水排水施設整備 L=144.5m 

・建物事前調査 N=1 式 建物事後調査 N=1 式 

R9 ・雨水排水施設整備 L=144.5m  

・建物事前調査 N=1 式 建物事後調査 N=1 式 

・雨水管渠実施設計 N=1 式  

・水道管移設工事 N=1 式 ガス管移設補償 N=1 式 

R10 ・雨水排水施設整備 L=98.3m  

・建物事前調査 N=1 式 建物事後調査 N=1 式 

・舗装本復旧工事 N=1 式 

R11 ・雨水排水施設整備 L=102.9m  

・建物事前調査 N=1 式 建物事後調査 N=1 式 

・雨水管渠実施設計 N=1 式  

・水道管移設工事 N=1 式 ガス管移設補償 N=1 式 

R12 ・雨水排水施設整備 L=237.0m  

・建物事後調査 N=1 式 

・舗装本復旧工事 N=1 式 

水路等維持

改修事業 

【道路課】 

 

 

 

事

業

概

要 

目

的 

水路の改修等により、道路雨水など流域雨水の排水機能を確保す

る。 

内

容 

河原子水路等４水路の改修整備を進めるとともに、既存の調整池や

水路等排水施設について清掃や土砂撤去、除草等の維持管理を行

う。 

交付金等名称：― 

R8 ・既存の調整池や水路の維持管理  

・調査、測量・設計、工事 

R9 ・既存の調整池や水路の維持管理  

・調査、測量・設計、用地買収、工事 

R10 ・既存の調整池や水路の維持管理  

・調査、測量・設計、用地買収、工事 

R11 ・既存の調整池や水路の維持管理  

・調査、測量・設計、用地買収、工事 

R12 ・既存の調整池や水路の維持管理 ・調査、工事 

地域防災力

の向上 

 

 

■地域のま

ちづくり推

進事業 

【市民活動

支援課】 

 

事

業

概

要 

目

的 

小学校区まちづくり協議会の設立、活動を支援することで小学校区

内において地域の多様な主体が協力、連携のもと、地域の課題解決

や魅力創出に取り組める環境を整備する。 

内

容 

・「小学校区まちづくり協議会」の設立及び運営について補助金によ

る財政面とまちづくり支援職員制度による人的支援を行う。 

・既存の各まちづくり協議会間の連携に資する取組を検討・実施す
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る。 

・自治会等が主体となり小学校区単位で実施するコミュニティ・ま

ちづくり活動に対する助成を行う。 

交付金等名称：― 

R8 ・小学校区まちづくり協議会の設立支援及び運営支援 

・既存の各まちづくり協議会間の連携に資する取組の検討 

・自治連合会小学校区支部への補助金の交付 

R9 ・小学校区まちづくり協議会の設立支援及び運営支援 

・既存の各まちづくり協議会間の連携に資する取組の実施 

・自治連合会小学校区支部への補助金の交付 

R10 ・小学校区まちづくり協議会の設立支援及び運営支援 

・既存の各まちづくり協議会間の連携に資する取組の実施 

・自治連合会小学校区支部への補助金の交付 

R11 ・小学校区まちづくり協議会の設立支援及び運営支援 

・既存の各まちづくり協議会間の連携に資する取組の実施 

・自治連合会小学校区支部への補助金の交付 

R12 ・小学校区まちづくり協議会の設立支援及び運営支援 

・既存の各まちづくり協議会間の連携に資する取組の実施 

・自治連合会小学校区支部への補助金の交付 

地域防災力

の向上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■地域防災

力向上事業 

【危機管理

課】 

 

 

 

事

業

概

要 

目

的 

自助・共助による地域防災力向上を推進するため、市民一人ひとり

の防災意識を高めるとともに、市民が主体となって防災活動や避難

所運営に取り組める体制づくりを推進する。 

内

容 

総合防災訓練を小学校区ごとに開催し、地域の災害意識の高揚を図

るとともに、自主防災組織の支援等を行う。また、防災講話や広報

等による啓発活動を行い防災意識の高揚を図る。 

交付金等名称：― 

R8 ・防災講話（なるほど行政講座等）  

・防災アドバイザー派遣・その他啓発活動 

・自主防災組織への防災資機材交付  

・自主防災組織研修・会議 

・市主催の防災訓練の実施  

・地域主催の防災訓練の支援 

R9 ・防災講話（なるほど行政講座等）  

・防災アドバイザー派遣・その他啓発活動 

・自主防災組織への防災資機材交付  

・自主防災組織研修・会議 

・市主催の防災訓練の実施  

・地域主催の防災訓練の支援 

R10 ・防災講話（なるほど行政講座等）  

・防災アドバイザー派遣・その他啓発活動 

・自主防災組織への防災資機材交付  

・自主防災組織研修・会議 

・市主催の防災訓練の実施  

・地域主催の防災訓練の支援 

R11 ・防災講話（なるほど行政講座等）  

・防災アドバイザー派遣・その他啓発活動 

・自主防災組織への防災資機材交付  

・自主防災組織研修・会議 
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・市主催の防災訓練の実施  

・地域主催の防災訓練の支援 

R12 ・防災講話（なるほど行政講座等）  

・防災アドバイザー派遣・その他啓発活動 

・自主防災組織への防災資機材交付  

・自主防災組織研修・会議 

・市主催の防災訓練の実施  

・地域主催の防災訓練の支援 

■消防団再

編事業 

【危機管理

課】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事

業

概

要 

目

的 

持続可能な消防団を実現するため、消防団の再編に向けた基本方針

に基づき、組織の最適化を図るとともに、消防団員の入団促進を行

う。 

内

容 

地域の実情を考慮し、消防団の再編を行い、消防団組織の最適化及

び各部の対応力の強化を図るとともに、再編により使用しなくなっ

た消防団器具庫及び車両等の処分を行う。 

消防団活動や訓練の内容の見直しを行うとともに、消防団と自主防

災組織との連携強化を図る。 

交付金等名称：― 

R8 ・車両及び器具庫の部名数字化  

・庁舎新築工事に伴う実施設計（１棟） 

・庁舎新築工事に伴う測量（１箇所）  

・消防団再編に伴い不要となった器具庫解体(２棟）  

・SNS 等による消防団活動の PR 

R9 ・庁舎新築工事に伴う実施設計（１棟）  

・庁舎新築工事に伴う測量（１箇所） 

・庁舎新築工事（１棟）  

・消防団再編に伴い不要となった器具庫解体（２棟） 

・小型ポンプ積載車車両更新  

・SNS 等による消防団活動の PR 

R10 ・庁舎新築工事（１棟）  

・消防団再編に伴い不要となった器具庫解体（３棟）  

・水槽付消防ポンプ自動車車両更新  

・SNS 等による消防団活動の PR 

R11 ・消防団再編に伴い不要となった器具庫解体（２棟） 

・庁舎新築に伴う実施設計 

・小型ポンプ積載車車両更新  

・SNS 等による消防団活動の PR 

R12 ・庁舎新築工事  

・小型ポンプ積載車車両更新  

・SNS 等による消防団活動の PR 
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リスクシナリオ １－４ 

大規模な土砂災害等による多数の死傷者の発生 

施策の名称 取組の名称 

【担当課】 

事  業  概  要  な  ど 

（実施計画の事業内容とする。） 

総合的な治

水対策等の

充実 

雨水排水施

設整備事業 

【上下水道

課】 

 

 

 

事

業

概

要 

目

的 

下水道雨水排水施設の整備により、市街地の浸水を防除するととも

に、良好な都市環境の形成と公衆衛生の向上に寄与する。 

内

容 

雨水管渠を整備するための調査、設計及び工事を行う。 

交付金等名称：防災・安全交付金（下水道事業） 

R8 ・雨水排水施設整備 L=144.5m  

・建物事前調査 N=1 式 建物事後調査 N=1 式 

R9 ・雨水排水施設整備 L=144.5m  

・建物事前調査 N=1 式 建物事後調査 N=1 式 

・雨水管渠実施設計 N=1 式  

・水道管移設工事 N=1 式 ガス管移設補償 N=1 式 

R10 ・雨水排水施設整備 L=98.3m  

・建物事前調査 N=1 式 建物事後調査 N=1 式 

・舗装本復旧工事 N=1 式 

R11 ・雨水排水施設整備 L=102.9m  

・建物事前調査 N=1 式 建物事後調査 N=1 式 

・雨水管渠実施設計 N=1 式  

・水道管移設工事 N=1 式 ガス管移設補償 N=1 式 

R12 ・雨水排水施設整備 L=237.0m  

・建物事後調査 N=1 式  

・舗装本復旧工事 N=1 式 

総合的な治

水対策等の

充実 

水路等維持

改修事業 

【道路課】 

 

 

 

事

業

概

要 

目

的 

水路の改修等により、道路雨水など流域雨水の排水機能を確保す

る。 

内

容 

河原子水路等４水路の改修整備を進めるとともに、既存の調整池や

水路等排水施設について清掃や土砂撤去、除草等の維持管理を行

う。 

交付金等名称：―  

R8 ・既存の調整池や水路の維持管理  

・調査、測量・設計、工事 

R9 ・既存の調整池や水路の維持管理  

・調査、測量・設計、用地買収、工事 

R10 ・既存の調整池や水路の維持管理  

・調査、測量・設計、用地買収、工事 

R11 ・既存の調整池や水路の維持管理  

・調査、測量・設計、用地買収、工事 

R12 ・既存の調整池や水路の維持管理  

・調査、工事 
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地域防災力

の向上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■地域のま

ちづくり推

進事業 

【市民活動

支援課】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事

業

概

要 

目

的 

小学校区まちづくり協議会の設立、活動を支援することで小学校区

内において地域の多様な主体が協力、連携のもと、地域の課題解決

や魅力創出に取り組める環境を整備する。 

内

容 

・「小学校区まちづくり協議会」の設立及び運営について補助金によ

る財政面とまちづくり支援職員制度による人的支援を行う。 

・既存の各まちづくり協議会間の連携に資する取組を検討・実施す

る。 

・自治会等が主体となり小学校区単位で実施するコミュニティ・ま

ちづくり活動に対する助成を行う。 

交付金等名称：― 

R8 ・小学校区まちづくり協議会の設立支援及び運営支援 

・既存の各まちづくり協議会間の連携に資する取組の検討 

・自治連合会小学校区支部への補助金の交付 

R9 ・小学校区まちづくり協議会の設立支援及び運営支援 

・既存の各まちづくり協議会間の連携に資する取組の実施 

・自治連合会小学校区支部への補助金の交付 

R10 ・小学校区まちづくり協議会の設立支援及び運営支援 

・既存の各まちづくり協議会間の連携に資する取組の実施 

・自治連合会小学校区支部への補助金の交付 

R11 ・小学校区まちづくり協議会の設立支援及び運営支援 

・既存の各まちづくり協議会間の連携に資する取組の実施 

・自治連合会小学校区支部への補助金の交付 

R12 ・小学校区まちづくり協議会の設立支援及び運営支援 

・既存の各まちづくり協議会間の連携に資する取組の実施 

・自治連合会小学校区支部への補助金の交付 

■地域防災

力向上事業 

【危機管理

課】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事

業

概

要 

目

的 

自助・共助による地域防災力向上を推進するため、市民一人ひとり

の防災意識を高めるとともに、市民が主体となって防災活動や避難

所運営に取り組める体制づくりを推進する。 

内

容 

総合防災訓練を小学校区ごとに開催し、地域の災害意識の高揚を図

るとともに、自主防災組織の支援等を行う。また、防災講話や広報

等による啓発活動を行い防災意識の高揚を図る。 

交付金等名称：― 

R8 ・防災講話（なるほど行政講座等）  

・防災アドバイザー派遣・その他啓発活動 

・自主防災組織への防災資機材交付  

・自主防災組織研修・会議 

・市主催の防災訓練の実施  

・地域主催の防災訓練の支援 

R9 ・防災講話（なるほど行政講座等）  

・防災アドバイザー派遣・その他啓発活動 

・自主防災組織への防災資機材交付  

・自主防災組織研修・会議 

・市主催の防災訓練の実施  

・地域主催の防災訓練の支援 

R10 ・防災講話（なるほど行政講座等）  

・防災アドバイザー派遣・その他啓発活動 

・自主防災組織への防災資機材交付  

・自主防災組織研修・会議 
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・市主催の防災訓練の実施  

・地域主催の防災訓練の支援 

R11 ・防災講話（なるほど行政講座等）  

・防災アドバイザー派遣・その他啓発活動 

・自主防災組織への防災資機材交付  

・自主防災組織研修・会議 

・市主催の防災訓練の実施  

・地域主催の防災訓練の支援 

R12 ・防災講話（なるほど行政講座等）  

・防災アドバイザー派遣・その他啓発活動 

・自主防災組織への防災資機材交付  

・自主防災組織研修・会議 

・市主催の防災訓練の実施  

・地域主催の防災訓練の支援 

地域防災力

の向上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■消防団再

編事業 

【危機管理

課】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事

業

概

要 

目

的 

持続可能な消防団を実現するため、消防団の再編に向けた基本方針

に基づき、組織の最適化を図るとともに、消防団員の入団促進を行

う。 

内

容 

地域の実情を考慮し、消防団の再編を行い、消防団組織の最適化及

び各部の対応力の強化を図るとともに、再編により使用しなくなっ

た消防団器具庫及び車両等の処分を行う。 

消防団活動や訓練の内容の見直しを行うとともに、消防団と自主防

災組織との連携強化を図る。 

交付金等名称：― 

R8 ・車両及び器具庫の部名数字化  

・庁舎新築工事に伴う実施設計（１棟） 

・庁舎新築工事に伴う測量（１箇所）  

・消防団再編に伴い不要となった器具庫解体(２棟）  

・SNS 等による消防団活動の PR 

R9 ・庁舎新築工事に伴う実施設計（１棟）  

・庁舎新築工事に伴う測量（１箇所） 

・庁舎新築工事（１棟）  

・消防団再編に伴い不要となった器具庫解体（２棟） 

・小型ポンプ積載車車両更新  

・SNS 等による消防団活動の PR 

R10 ・庁舎新築工事（１棟）  

・消防団再編に伴い不要となった器具庫解体（３棟） 

・水槽付消防ポンプ自動車車両更新  

・SNS 等による消防団活動の PR 

R11 ・消防団再編に伴い不要となった器具庫解体（２棟）  

・庁舎新築に伴う実施設計 

・小型ポンプ積載車車両更新  

・SNS 等による消防団活動の PR 

R12 ・庁舎新築工事  

・小型ポンプ積載車車両更新  

・SNS 等による消防団活動の PR 
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リスクシナリオ ２－１ 

自衛隊、警察、消防、海上保安庁等の被災等による救助・救急活動等の絶対的不足 

施策の名称 

 

取組の名称 

【担当課】 

事  業  概  要  な  ど 

（実施計画の事業内容とする。） 

多重道路ネ

ットワーク

の形成によ

る耐災害性

の向上 

市道新設改

良事業 

【道路課】 

 

 

 

事

業

概

要 

目

的 

道路の新設及び改良により、安全で円滑な道路交通環境を確保す

る。(市道 12-002 号線外 6 路線） 

内

容 

道路の拡幅・歩道設置工事や新設工事を行う。 

交付金等名称：防災・安全交付金（道路事業） 

R8 ・調査、測量・設計、用地買収、工事 

R9 ・調査、測量・設計、用地買収、工事 

R10 ・調査、測量・設計、用地買収、工事 

R11 ・調査、測量・設計、用地買収、工事 

R12 ・調査、測量・設計、用地買収、工事 

生産性向上

道路整備事

業 

【道路課】 

 

 

 

事

業

概

要 

目

的 

工業団地アクセス道路整備による産業機能の強化及び白井工業団地

と緊急輸送道路となっている国道１６号のアクセス性を向上させる

ことで、耐災害性の強化を図る。また、二重川沿いにおける市道整

備による農業振興を図る。 

内

容 

白井工業団地と国道 16 号を結ぶ新たな大型車対応の道路の整備（市

道 00-136 号線）及び二重川沿い道路の整備（市道 03-017号線）推

進を図る。 

交付金等名称：防災・安全交付金（道路事業）  

R8 ・工事 ・施工協議・指導 

R9 ・測量 ・施工協議・指導 

R10 ・施工協議・指導 

R11 ・施工協議・指導 

R12 ・施工協議・指導 

地域防災力

の向上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■地域のま

ちづくり推

進事業 

【市民活動

支援課】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事

業

概

要 

目

的 

小学校区まちづくり協議会の設立、活動を支援することで小学校区

内において地域の多様な主体が協力、連携のもと、地域の課題解決

や魅力創出に取り組める環境を整備する。 

内

容 

・「小学校区まちづくり協議会」の設立及び運営について補助金によ

る財政面とまちづくり支援職員制度による人的支援を行う。 

・既存の各まちづくり協議会間の連携に資する取組を検討・実施す

る。 

・自治会等が主体となり小学校区単位で実施するコミュニティ・ま

ちづくり活動に対する助成を行う。 

交付金等名称：― 

R8 ・小学校区まちづくり協議会の設立支援及び運営支援 

・既存の各まちづくり協議会間の連携に資する取組の検討 

・自治連合会小学校区支部への補助金の交付 

R9 ・小学校区まちづくり協議会の設立支援及び運営支援 

・既存の各まちづくり協議会間の連携に資する取組の実施 

・自治連合会小学校区支部への補助金の交付 

R10 ・小学校区まちづくり協議会の設立支援及び運営支援 

・既存の各まちづくり協議会間の連携に資する取組の実施 

・自治連合会小学校区支部への補助金の交付 

R11 ・小学校区まちづくり協議会の設立支援及び運営支援 
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・既存の各まちづくり協議会間の連携に資する取組の実施 

・自治連合会小学校区支部への補助金の交付 

R12 ・小学校区まちづくり協議会の設立支援及び運営支援 

・既存の各まちづくり協議会間の連携に資する取組の実施 

・自治連合会小学校区支部への補助金の交付 

地域防災力

の向上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■地域防災

力向上事業 

【危機管理

課】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事

業

概

要 

目

的 

自助・共助による地域防災力向上を推進するため、市民一人ひとり

の防災意識を高めるとともに、市民が主体となって防災活動や避難

所運営に取り組める体制づくりを推進する。 

内

容 

総合防災訓練を小学校区ごとに開催し、地域の災害意識の高揚を図

るとともに、自主防災組織の支援等を行う。また、防災講話や広報

等による啓発活動を行い防災意識の高揚を図る。 

交付金等名称：― 

R8 ・防災講話（なるほど行政講座等）  

・防災アドバイザー派遣・その他啓発活動 

・自主防災組織への防災資機材交付  

・自主防災組織研修・会議 

・市主催の防災訓練の実施  

・地域主催の防災訓練の支援 

R9 ・防災講話（なるほど行政講座等）  

・防災アドバイザー派遣・その他啓発活動 

・自主防災組織への防災資機材交付  

・自主防災組織研修・会議 

・市主催の防災訓練の実施  

・地域主催の防災訓練の支援 

R10 ・防災講話（なるほど行政講座等）  

・防災アドバイザー派遣・その他啓発活動 

・自主防災組織への防災資機材交付 

・自主防災組織研修・会議 

・市主催の防災訓練の実施 

・地域主催の 防災訓練の支援 

R11 ・防災講話（なるほど行政講座等）  

・防災アドバイザー派遣・その他啓発活動 

・自主防災組織への防災資機材交付  

・自主防災組織研修・会議 

・市主催の防災訓練の実施  

・地域主催の防災訓練の支援 

R12 ・防災講話（なるほど行政講座等）  

・防災アドバイザー派遣・その他啓発活動 

・自主防災組織への防災資機材交付  

・自主防災組織研修・会議 

・市主催の防災訓練の実施  

・地域主催の防災訓練の支援 

■消防団再

編事業 

【危機管理

課】 

 

 

事

業

概

要 

目

的 

持続可能な消防団を実現するため、消防団の再編に向けた基本方針

に基づき、組織の最適化を図るとともに、消防団員の入団促進を行

う。 

内

容 

地域の実情を考慮し、消防団の再編を行い、消防団組織の最適化及

び各部の対応力の強化を図るとともに、再編により使用しなくなっ

た消防団器具庫及び車両等の処分を行う。 
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消防団活動や訓練の内容の見直しを行うとともに、消防団と自主防

災組織との連携強化を図る。 

交付金等名称：― 

R8 ・車両及び器具庫の部名数字化  

・庁舎新築工事に伴う実施設計（１棟） 

・庁舎新築工事に伴う測量（１箇所）  

・消防団再編に伴い不要となった器具庫解体(２棟）  

・SNS 等による消防団活動の PR 

R9 ・庁舎新築工事に伴う実施設計（１棟）  

・庁舎新築工事に伴う測量（１箇所） 

・庁舎新築工事（１棟）  

・消防団再編に伴い不要となった器具庫解体（２棟） 

・小型ポンプ積載車車両更新  

・SNS 等による消防団活動の PR 

R10 ・庁舎新築工事（１棟）  

・消防団再編に伴い不要となった器具庫解体（３棟） 

・水槽付消防ポンプ自動車車両更新  

・SNS 等による消防団活動の PR 

R11 ・消防団再編に伴い不要となった器具庫解体（２棟）  

・庁舎新築に伴う実施設計 

・小型ポンプ積載車車両更新  

・SNS 等による消防団活動の PR 

R12 ・庁舎新築工事  

・小型ポンプ積載車車両更新  

・SNS 等による消防団活動の PR 
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リスクシナリオ ２－２ 

医療施設及び関係者の絶対的不足・被災、支援ルートの途絶、エネルギー供給の途絶による医療機能の 

麻痺 

施策の名称 

 

取組の名称 

【担当課】 

事  業  概  要  な  ど 

（実施計画の事業内容とする。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療救護体

制に充実 

■災害時医

療体制整備

事業 

【健康課・保

険年金課】 

 

 

 

事

業

概

要 

目

的 

災害時に備えた医療体制の整備を関係機関と連携のもと実施するこ

とで、災害発生時の迅速な対応を磨き、多くの市民の生命を守る。 

内

容 

発災時の速やかな医療体制の整備のため、災害医療対策会議等を通

じ、日ごろから関係機関との連携を図る。また、関係機関と連携の

上で策定した医療救護活動マニュアルに沿った実践ができるよう適

時訓練等を行う。 

交付金等名称：新しい地方経済・生活環境創生交付金 

R8 ・医療救護本部における運営想定訓練 

（役割、災害対策本部との連携など 

・トリアージポスト及び救護所用テント設置訓練の実施 

・災害医療対策会議の実施（年 1 回） 

・市民に対する市の災害医療体制についての周知 

(広報紙やリーフレット等) 

R9 

 

 

 

 

 

 

・医療救護本部における運営想定訓練 

（役割、災害対策本部との連携など） 

・トリアージポスト及び救護所用テント設置訓練の実施 

・災害医療対策会議の実施（年 1 回） 

・備蓄医薬品・衛生材料入替の実施 

・助産師活動用備蓄品入替の実施 

・市民に対する市の災害医療体制についての周知(広報紙等) 

R10 

 

 

 

 

 

・医療救護本部における運営想定訓練 

（役割、災害対策本部との連携など） 

・市内災害医療協力病院とトリアージポスト及び救護所設営訓練の実

施(1 医療機関) 

・災害医療対策会議の実施（年 1 回） 

・市民に対する市の災害医療体制についての周知(広報紙等) 

R11 

 

 

 

 

 

 

 

・医療救護本部における運営想定訓練 

（役割、災害対策本部との連携など） 

・市内災害医療協力病院とトリアージポスト及び救護所設営訓練の実

施(1 医療機関) 

・災害医療対策会議の実施（年 1 回） 

・備蓄医薬品・衛生材料入替の実施 

・助産師活動用備蓄品入替の実施 

・市民に対する市の災害医療体制についての周知(広報紙等) 

R12 ・医療救護本部における運営想定訓練 

（役割、災害対策本部との連携など） 

・市内災害医療協力病院とトリアージポスト及び救護所設営訓練の実

施(1 医療機関) 

・災害医療対策会議の実施（年 1 回） 

・市民に対する市の災害医療体制についての周知 

(広報紙やリーフレット等) 
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リスクシナリオ ２－３ 

劣悪な避難生活環境、不十分な健康管理がもたらす、多数の被災者の健康・心理状態の悪化による多数の

死者の発生 

施策の名称 取組の名称 

【担当課】 

事  業  概  要  な  ど 

（実施計画の事業内容とする。） 

指定避難所

及び福祉避

難所の機能

充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■小中学校

施設教育環

境向上事業 

【教育総務

課】 

 

 

 

事

業

概

要 

目

的 

災害時に避難所になることも想定しつつ、教育環境の向上を図り、

児童や教職員がより安全で快適に学校生活を送れるように小中学校

施設を整備する。 

内

容 

普通教室及び特別教室のエアコンの保守管理を行うとともに、災害

時には避難所にもなる体育館等に停電対応型エアコンを整備する。

その他、学校施設の修繕、改修工事、管理用備品の整備等を行う。 

交付金等名称：― 

R8 ・普通教室及び特別教室のエアコンの保守管理 

・体育館の空調整備の検討及び整備 

・学校施設の修繕、改修工事、管理用備品の整備等 

R9 ・空調設備保守管理 

・学校施設の修繕、改修工事、管理用備品の整備等 

R10 ・空調設備保守管理 

・学校施設の修繕、改修工事、管理用備品の整備等 

R11 ・空調設備保守管理 

・学校施設の修繕、改修工事、管理用備品の整備等 

R12 ・空調設備保守管理 

・学校施設の修繕、改修工事、管理用備品の整備等 

公共施設の

耐災害の向

上 

■公共施設

適正管理推

進事業 

【行政経営

推進課】 

事

業

概

要 

目 

的 

公共施設（小・中学校を除く）の適正な維持管理を行い、長期的な

視点に立った、施設の集約化、複合化、長寿命化などの取組によ

り、最適な配置や老朽化対策を計画的に進める。 

内

容 

個別施設計画に基づき、公共施設（小・中学校を除く）の計画的な

施設の修繕、維持保全工事、長寿命化工事により老朽化対策を講じ

るとともに、市民サービスの維持向上を効率的に行うための公共施

設の最適配置など、官民連携手法の導入を推進する。 

また、公共施設の維持管理、定期的な法定点検、巡回点検による簡易

な修繕を包括的に実施し、施設の老朽化対策を図る。 

交付金等名称：― 

R8 ・公共施設包括管理業務（2 期）開始  

・公共施設最適配置の検討（実施） 

・官民連携の推進、維持保全工事、長寿命化工事の実施  

・ＬＥＤ照明リース検討 

R9 ・公共施設包括管理業務（2 期）  

・公共施設最適配置の検討（実施） 

・官民連携の推進、維持保全工事、長寿命化工事の実施  

・ＬＥＤ照明リース設置・運用 

R10 ・公共施設包括管理業務（2 期）  

・公共施設最適配置の検討（実施） 

・官民連携の推進、維持保全工事、長寿命化工事の実施  

・ＬＥＤ照明リース運用 

R11 ・公共施設包括管理業務（2 期）  

・公共施設最適配置の検討（実施） 

・官民連携の推進、維持保全工事、長寿命化工事の実施  
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・ＬＥＤ照明リース運用 

R12 ・公共施設包括管理業務（2 期）  

・公共施設最適配置の検討（実施） 

・官民連携の推進、維持保全工事、長寿命化工事の実施  

・ＬＥＤ照明リース運用 

公共施設の

耐災害の向

上 

■文化セン

ター改修等

事業 

【文化セン

ター】 

 

 

 

事

業

概

要 

目

的 

平成６年の開館以来３０年以上が経過した文化センターについて、

現行法令への対応や老朽化した機器・設備の更新を行うと共に、現

在の社会情勢や市民ニーズに合致した施設としていくため、大規模

改修工事に向けた準備を進める。 

内

容 

令和５年５月決定した教育委員会による「文化センターのあり方に

関する方針」に基づき、整備手法や箇所、方法等細部の方向性を定

めた大規模改修に係る基本計画を策定する。 

R8 ・大規模改修基本計画の策定 

R9 ・大規模改修基本設計の実施 

地域防災力

の向上 

 

■地域のま

ちづくり推

進事業 

【市民活動

支援課】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事

業

概

要 

目

的 

小学校区まちづくり協議会の設立、活動を支援することで小学校区

内において地域の多様な主体が協力、連携のもと、地域の課題解決

や魅力創出に取り組める環境を整備する。 

内

容 

・「小学校区まちづくり協議会」の設立及び運営について補助金によ

る財政面とまちづくり支援職員制度による人的支援を行う。 

・既存の各まちづくり協議会間の連携に資する取組を検討・実施す

る。 

・自治会等が主体となり小学校区単位で実施するコミュニティ・ま

ちづくり活動に対する助成を行う。 

交付金等名称：― 

R8 ・小学校区まちづくり協議会の設立支援及び運営支援 

・既存の各まちづくり協議会間の連携に資する取組の検討 

・自治連合会小学校区支部への補助金の交付 

R9 ・小学校区まちづくり協議会の設立支援及び運営支援 

・既存の各まちづくり協議会間の連携に資する取組の実施 

・自治連合会小学校区支部への補助金の交付 

R10 ・小学校区まちづくり協議会の設立支援及び運営支援 

・既存の各まちづくり協議会間の連携に資する取組の実施 

・自治連合会小学校区支部への補助金の交付 

R11 ・小学校区まちづくり協議会の設立支援及び運営支援 

・既存の各まちづくり協議会間の連携に資する取組の実施 

・自治連合会小学校区支部への補助金の交付 

R12 ・小学校区まちづくり協議会の設立支援及び運営支援 

・既存の各まちづくり協議会間の連携に資する取組の実施 

・自治連合会小学校区支部への補助金の交付 

地域防災力

の向上 

 

 

 

 

 

 

■地域防災

力向上事業 

【危機管理

課】 

 

 

 

 

事

業

概

要 

目

的 

自助・共助による地域防災力向上を推進するため、市民一人ひとり

の防災意識を高めるとともに、市民が主体となって防災活動や避難

所運営に取り組める体制づくりを推進する。 

内

容 

総合防災訓練を小学校区ごとに開催し、地域の災害意識の高揚を図

るとともに、自主防災組織の支援等を行う。また、防災講話や広報

等による啓発活動を行い防災意識の高揚を図る。 

交付金等名称：― 

R8 ・防災講話（なるほど行政講座等）  
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・防災アドバイザー派遣・その他啓発活動 

・自主防災組織への防災資機材交付  

・自主防災組織研修・会議 

・市主催の防災訓練の実施  

・地域主催の防災訓練の支援 

R9 ・防災講話（なるほど行政講座等）  

・防災アドバイザー派遣・その他啓発活動 

・自主防災組織への防災資機材交付  

・自主防災組織研修・会議 

・市主催の防災訓練の実施  

・地域主催の防災訓練の支援 

R10 ・防災講話（なるほど行政講座等）  

・防災アドバイザー派遣・その他啓発活動 

・自主防災組織への防災資機材交付  

・自主防災組織研修・会議 

・市主催の防災訓練の実施  

・地域主催の防災訓練の支援 

R11 ・防災講話（なるほど行政講座等）  

・防災アドバイザー派遣・その他啓発活動 

・自主防災組織への防災資機材交付  

・自主防災組織研修・会議 

・市主催の防災訓練の実施  

・地域主催の防災訓練の支援 

R12 ・防災講話（なるほど行政講座等）  

・防災アドバイザー派遣・その他啓発活動 

・自主防災組織への防災資機材交付  

・自主防災組織研修・会議 

・市主催の防災訓練の実施  

・地域主催の防災訓練の支援 

■消防団再

編事業 

【危機管理

課】 

 

 

事

業

概

要 

目

的 

持続可能な消防団を実現するため、消防団の再編に向けた基本方針

に基づき、組織の最適化を図るとともに、消防団員の入団促進を行

う。 

内

容 

地域の実情を考慮し、消防団の再編を行い、消防団組織の最適化及

び各部の対応力の強化を図るとともに、再編により使用しなくなっ

た消防団器具庫及び車両等の処分を行う。 

消防団活動や訓練の内容の見直しを行うとともに、消防団と自主防

災組織との連携強化を図る。 

交付金等名称：― 

R8 ・車両及び器具庫の部名数字化  

・庁舎新築工事に伴う実施設計（１棟） 

・庁舎新築工事に伴う測量（１箇所）  

・消防団再編に伴い不要となった器具庫解体(２棟)  

・SNS 等による消防団活動の PR 

R9 ・庁舎新築工事に伴う実施設計（１棟）  

・庁舎新築工事に伴う測量（１箇所） 

・庁舎新築工事（１棟）  

・消防団再編に伴い不要となった器具庫解体（２棟） 

・小型ポンプ積載車車両更新  
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・SNS 等による消防団活動の PR 

R10 ・庁舎新築工事（１棟）  

・消防団再編に伴い不要となった器具庫解体（３棟） 

・水槽付消防ポンプ自動車車両更新  

・SNS 等による消防団活動の PR 

R11 ・消防団再編に伴い不要となった器具庫解体（２棟）  

・庁舎新築に伴う実施設計 

・小型ポンプ積載車車両更新  

・SNS 等による消防団活動の PR 

R12 ・庁舎新築工事  

・小型ポンプ積載車車両更新  

・SNS 等による消防団活動の PR 
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リスクシナリオ ２－４ 

被災地での食料・飲料水・電カ・燃料等、生命に関わる物資・エネルギー供給の停止 

施策の名称 取組の名称 

【担当課】 

事  業  概  要  な  ど 

（実施計画の事業内容とする。） 

多重道路ネ

ットワーク

の形成によ

る耐災害性

の向上 

 

 

 

 

 

 

 

市道新設改

良事業 

【道路課】 

 

 

 

事

業

概

要 

目

的 

道路の新設及び改良により、安全で円滑な道路交通環境を確保す

る。(市道 12-002 号線外 6 路線） 

内

容 

道路の拡幅・歩道設置工事や新設工事を行う。 

交付金等名称：防災・安全交付金（道路事業） 

R8 ・調査、測量・設計、用地買収、工事 

R9 ・調査、測量・設計、用地買収、工事 

R10 ・調査、測量・設計、用地買収、工事 

R11 ・調査、測量・設計、用地買収、工事 

R12 ・調査、測量・設計、用地買収、工事 

生産性向上

道路整備事

業 

【道路課】 

 

 

 

 

 

 

 

事

業

概

要 

目

的 

工業団地アクセス道路整備による産業機能の強化及び白井工業団地

と緊急輸送道路となっている国道１６号のアクセス性を向上させる

ことで、耐災害性の強化を図る。また、二重川沿いにおける市道整

備による農業振興を図る。 

内

容 

白井工業団地と国道 16 号を結ぶ新たな大型車対応の道路の整備（市

道 00-136 号線）及び二重川沿い道路の整備（市道 03-017号線）推

進を図る。 

交付金等名称：防災・安全交付金（道路事業）  

R8 ・工事 ・施工協議・指導 

R9 ・測量 ・施工協議・指導 

R10 ・施工協議・指導 

R11 ・施工協議・指導 

R12 ・施工協議・指導 

非常時協力

井戸登録の

充実 

災害時必要

設備充足事

業 

【危機管理

課】 

 

 

 

事

業

概

要 

目

的 

災害時に想定される必要な設備を充足し、防災機能の強化を図る。 

内

容 

断水時における生活用水を確保するため、災害時協力井戸の活用を

推進するとともに、既設の非常用井戸の適切な維持管理及び改修等

を行う。 

交付金等名称：― 

R8 ・災害時協力井戸水質検査  

・非常用井戸の保守・水質検査等 

R9 ・災害時協力井戸水質検査  

・非常用井戸の保守・水質検査等 

R10 ・災害時協力井戸水質検査  

・非常用井戸改修工事  

・非常用井戸の保守・水質検査等 

R11 ・災害時協力井戸水質検査  

・非常用井戸改修工事  

・非常用井戸の保守・水質検査等 

R12 ・災害時協力井戸水質検査  

・非常用井戸改修工事  

・非常用井戸の保守・水質検査等 
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地域防災力

の向上 

 

■地域のま

ちづくり推

進事業 

【市民活動

支援課】 

 

事

業

概

要 

目 

的 

小学校区まちづくり協議会の設立、活動を支援することで小学校区

内において地域の多様な主体が協力、連携のもと、地域の課題解決

や魅力創出に取り組める環境を整備する。 

内

容 

・「小学校区まちづくり協議会」の設立及び運営について補助金によ

る財政面とまちづくり支援職員制度による人的支援を行う。 

・既存の各まちづくり協議会間の連携に資する取組を検討・実施す

る。 

・自治会等が主体となり小学校区単位で実施するコミュニティ・ま

ちづくり活動に対する助成を行う。 

交付金等名称：― 

R8 ・小学校区まちづくり協議会の設立支援及び運営支援 

・既存の各まちづくり協議会間の連携に資する取組の検討 

・自治連合会小学校区支部への補助金の交付 

R9 ・小学校区まちづくり協議会の設立支援及び運営支援 

・既存の各まちづくり協議会間の連携に資する取組の実施 

・自治連合会小学校区支部への補助金の交付 

R10 ・小学校区まちづくり協議会の設立支援及び運営支援 

・既存の各まちづくり協議会間の連携に資する取組の実施 

・自治連合会小学校区支部への補助金の交付 

R11 ・小学校区まちづくり協議会の設立支援及び運営支援 

・既存の各まちづくり協議会間の連携に資する取組の実施 

・自治連合会小学校区支部への補助金の交付 

R12 ・小学校区まちづくり協議会の設立支援及び運営支援 

・既存の各まちづくり協議会間の連携に資する取組の実施 

・自治連合会小学校区支部への補助金の交付 

地域防災力

の向上 

 

 

 

 

 

 

■地域防災

力向上事業 

【危機管理

課】 

 

 

 

 

 

 

事

業

概

要 

目

的 

自助・共助による地域防災力向上を推進するため、市民一人ひとり

の防災意識を高めるとともに、市民が主体となって防災活動や避難

所運営に取り組める体制づくりを推進する。 

内

容 

総合防災訓練を小学校区ごとに開催し、地域の災害意識の高揚を図

るとともに、自主防災組織の支援等を行う。また、防災講話や広報

等による啓発活動を行い防災意識の高揚を図る。 

交付金等名称：― 

R8 ・防災講話（なるほど行政講座等）  

・防災アドバイザー派遣・その他啓発活動 

・自主防災組織への防災資機材交付  

・自主防災組織研修・会議 

・市主催の防災訓練の実施  

・地域主催の防災訓練の支援 

R9 ・防災講話（なるほど行政講座等）  

・防災アドバイザー派遣・その他啓発活動 

・自主防災組織への防災資機材交付  

・自主防災組織研修・会議 

・市主催の防災訓練の実施  

・地域主催の防災訓練の支援 

R10 ・防災講話（なるほど行政講座等）  

・防災アドバイザー派遣・その他啓発活動 

・自主防災組織への防災資機材交付  

・自主防災組織研修・会議 
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・市主催の防災訓練の実施  

・地域主催の防災訓練の支援 

R11 ・防災講話（なるほど行政講座等）  

・防災アドバイザー派遣・その他啓発活動 

・自主防災組織への防災資機材交付  

・自主防災組織研修・会議 

・市主催の防災訓練の実施  

・地域主催の防災訓練の支援 

R12 ・防災講話（なるほど行政講座等）  

・防災アドバイザー派遣・その他啓発活動 

・自主防災組織への防災資機材交付  

・自主防災組織研修・会議 

・市主催の防災訓練の実施  

・地域主催の防災訓練の支援 

■消防団再

編事業 

【危機管理

課】 

 

事

業

概

要 

目

的 

持続可能な消防団を実現するため、消防団の再編に向けた基本方針

に基づき、組織の最適化を図るとともに、消防団員の入団促進を行

う。 

内

容 

地域の実情を考慮し、消防団の再編を行い、消防団組織の最適化及

び各部の対応力の強化を図るとともに、再編により使用しなくなっ

た消防団器具庫及び車両等の処分を行う。 

 消防団活動や訓練の内容の見直しを行うとともに、消防団と自主

防災組織との連携強化を図る。 

交付金等名称：― 

R8 ・車両及び器具庫の部名数字化  

・庁舎新築工事に伴う実施設計（１棟） 

・庁舎新築工事に伴う測量（１箇所）  

・消防団再編に伴い不要となった器具庫解体(２棟）  

・SNS 等による消防団活動の PR 

R9 ・庁舎新築工事に伴う実施設計（１棟）  

・庁舎新築工事に伴う測量（１箇所） 

・庁舎新築工事（１棟）  

・消防団再編に伴い不要となった器具庫解体（２棟） 

・小型ポンプ積載車車両更新  

・SNS 等による消防団活動の PR 

R10 ・庁舎新築工事（１棟）  

・消防団再編に伴い不要となった器具庫解体（３棟） 

・水槽付消防ポンプ自動車車両更新  

・SNS 等による消防団活動の PR 

R11 ・消防団再編に伴い不要となった器具庫解体（２棟）  

・庁舎新築に伴う実施設計 

・小型ポンプ積載車車両更新  

・SNS 等による消防団活動の PR 

R12 ・庁舎新築工事  

・小型ポンプ積載車車両更新  

・SNS 等による消防団活動の PR 
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必要な備蓄

物資等の確

保 

備蓄体制強

化事業 

【危機管理

課】 

 

事

業

概

要 

目

的 

災害時に想定される必要な備蓄物資を円滑に供給できる体制を強化

するため、市の備蓄における基本的な考え方・指針を整理した「備

蓄計画」を策定し、備蓄物資の適切な管理を行う。 

内

容 

地域防災計画に定める備蓄目標量をクリアし、安定的に備蓄物資を

供給するため、ローリングストックによる管理を徹底する。 

また、備蓄が必要な品目及び数量等について整理するとともに、多

様なニーズに対応した備蓄物資や資機材等の計画的な購入を進め

る。 

  交付金等名称：― 

R8 ・備蓄計画の策定  

・備蓄倉庫の点検  

・備蓄物資、資機材等の計画的な購入・入替 

・備蓄物資の再配置の検討 

R9 ・備蓄倉庫の点検  

・備蓄物資、資機材等の計画的な購入・入替 

・備蓄物資の再配置 

R10 ・備蓄倉庫の点検  

・備蓄物資、資機材等の計画的な購入・入替 

R11 ・備蓄倉庫の点検  

・備蓄物資、資機材等の計画的な購入・入替 

R12 ・備蓄倉庫の点検  

・備蓄物資、資機材等の計画的な購入・入替 
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リスクシナリオ ２－６ 

大規模な自然災害と感染症の同時発生 

施策の名称 取組の名称 

【担当課】 

事  業  概  要  な  ど 

（実施計画の事業内容とする。） 

必要な備蓄

物資等の確

保 

備蓄体制強

化事業 

【危機管理

課】 

 

 

 

事

業

概

要 

目

的 

災害時に想定される必要な備蓄物資を円滑に供給できる体制を強化

するため、市の備蓄における基本的な考え方・指針を整理した「備

蓄計画」を策定し、備蓄物資の適切な管理を行う。 

内

容 

地域防災計画に定める備蓄目標量をクリアし、安定的に備蓄物資を

供給するため、ローリングストックによる管理を徹底する。 

また、備蓄が必要な品目及び数量等について整理するとともに、多

様なニーズに対応した備蓄物資や資機材等の計画的な購入を進め

る。 

交付金等名称：― 

R8 ・備蓄計画の策定  

・備蓄倉庫の点検  

・備蓄物資、資機材等の計画的な購入・入替 

・備蓄物資の再配置の検討 

R9 ・備蓄倉庫の点検  

・備蓄物資、資機材等の計画的な購入・入替 

・備蓄物資の再配置 

R10 ・備蓄倉庫の点検  

・備蓄物資、資機材等の計画的な購入・入替 

R11 ・備蓄倉庫の点検  

・備蓄物資、資機材等の計画的な購入・入替 

R12 ・備蓄倉庫の点検  

・備蓄物資、資機材等の計画的な購入・入替 

下水道施設

の維持・更

新等と業務

継続体制の

充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下水道維持

修繕事業 

【上下水道

課】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事

業

概

要 

目

的 

下水道汚水排水施設の適切な維持管理等により、自然災害時におい

ても良好な生活環境の形成と公共用水域の水質を保全する。 

内

容 

ポンプ場の運転管理、修繕及び更新並びに汚水管渠の維持管理、修

繕及び更新を行う。 

交付金等名称：防災・安全交付金（下水道事業） 

R8 ・下水道管改築・修繕工事 L=217.2m  

・下水道管修繕実施設計 N=1 式 

・鉄蓋修繕工事 N=8 基  

・ポンプ施設修繕工事 N=2 箇所 

R9 ・下水道管改築・修繕工事 L=217.2m  

・鉄蓋修繕工事 N=8 基 

・ポンプ施設修繕工事 N=2 箇所 

R10 ・下水道管改築・修繕工事 L=217.2m  

・鉄蓋修繕工事 N=8 基 

・ポンプ施設修繕工事 N=2 箇所 

R11 

 

・下水道管改築・修繕工事 L=217.2m  

・鉄蓋修繕工事 N=8 基 

・ポンプ施設修繕工事 N=2 箇所 

R12 

 

・下水道管改築・修繕工事 L=217.2m  

・鉄蓋修繕工事 N=8 基 

・ポンプ施設修繕工事 N=2 箇所 
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リスクシナリオ ３－２ 

市職員・公共施設等の被災による行政機能の大幅な低下 

施策の名称 取組の名称 

【担当課】 

事  業  概  要  な  ど 

（実施計画の事業内容とする。） 

公共施設の

耐災害の向

上 

 

■小中学校

施設改修事

業 

【教育総務

課】 

 

 

 

事

業

概

要 

目

的 

安全安心を最優先に、社会状況の変化に対応した学校施設に求めら

れる機能を確保する。 

内

容 

学校施設の長寿命化計画に基づき、校舎等の大規模改修工事を行

う。 

交付金等名称：学校施設環境改善交付金 

R8 ・大規模改修校舎工事（桜台小）・校舎一部工事（桜台中） 

R9 ・大規模改修 柔剣道場実施設計（七次台中） 

R10 ・大規模改修 体育館実施設計（池の上小） 

・大規模改修 柔剣道場工事（七次台中） 

R11 ・大規模改修 体育館工事（池の上小） 

・大規模改修 体育館実施設計（桜台小） 

・長寿命化改修 校舎基本計画（白井中） 

・大規模改修 体育館基本設計（桜台中） 

R12 ・大規模改修 体育館工事（桜台小） 

・長寿命化改修 校舎・体育館基本設計（白井中） 

・大規模改修 体育館実施設計（桜台中） 

■公共施設

適正管理推

進事業 

【行政経営

推進課】 

事

業

概

要 

目 

的 

公共施設（小・中学校を除く）の適正な維持管理を行い、長期的な

視点に立った、施設の集約化、複合化、長寿命化などの取組によ

り、最適な配置や老朽化対策を計画的に進める。 

内

容 

個別施設計画に基づき、公共施設（小・中学校を除く）の計画的な

施設の修繕、維持保全工事、長寿命化工事により老朽化対策を講じ

るとともに、市民サービスの維持向上を効率的に行うための公共施

設の最適配置など、官民連携手法の導入を推進する。 

また、公共施設の維持管理、定期的な法定点検、巡回点検による簡易

な修繕を包括的に実施し、施設の老朽化対策を図る。 

交付金等名称：― 

R8 ・公共施設包括管理業務（2 期）開始  

・公共施設最適配置の検討（実施） 

・官民連携の推進、維持保全工事、長寿命化工事の実施  

・ＬＥＤ照明リース検討 

R9 ・公共施設包括管理業務（2 期）  

・公共施設最適配置の検討（実施） 

・官民連携の推進、維持保全工事、長寿命化工事の実施  

・ＬＥＤ照明リース設置・運用 

R10 ・公共施設包括管理業務（2 期）  

・公共施設最適配置の検討（実施） 

・官民連携の推進、維持保全工事、長寿命化工事の実施  

・ＬＥＤ照明リース運用 

R11 ・公共施設包括管理業務（2 期）  

・公共施設最適配置の検討（実施） 

・官民連携の推進、維持保全工事、長寿命化工事の実施  

・ＬＥＤ照明リース運用 
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R12 ・公共施設包括管理業務（2 期）  

・公共施設最適配置の検討（実施） 

・官民連携の推進、維持保全工事、長寿命化工事の実施  

・ＬＥＤ照明リース運用 

公共施設の

耐災害の向

上 

■文化セン

ター改修等

事業 

【文化セン

ター】 

 

 

 

事

業

概

要 

目

的 

平成６年の開館以来３０年以上が経過した文化センターについて、

現行法令への対応や老朽化した機器・設備の更新を行うと共に、現

在の社会情勢や市民ニーズに合致した施設としていくため、大規模

改修工事に向けた準備を進める。 

内

容 

令和５年５月決定した教育委員会による「文化センターのあり方に

関する方針」に基づき、整備手法や箇所、方法等細部の方向性を定

めた大規模改修に係る基本計画を策定する。 

R8 ・大規模改修基本計画の策定 

R9 ・大規模改修基本設計の実施 

業務継続体

制等の充実 

防災体制整

備事業 

【危機管理

課】 

 

 

 

事

業

概

要 

目

的 

公助による防災体制を整備するため、地域防災計画等の実行性の確

保を図り、災害の想定とそれに基づいた必要な防災体制づくりを推

進する。 

内

容 

災害対策本部体制、業務継続・受援体制、避難行動の支援体制等の

強化及び災害時応援協定を推進するとともに、必要な訓練を実施す

る。 

交付金等名称：― 

R8 ・災害対策本部訓練の実施  

・避難所開設訓練の実施 

・地域防災計画（関連計画・マニュアル等）の見直し  

・避難行動要支援者支援策の推進 

・災害時応援協定の推進 

R9 ・災害対策本部訓練の実施  

・避難所開設訓練の実施 

・地域防災計画（関連計画・マニュアル等）の見直し  

・避難行動要支援者支援策の推進 

・災害時応援協定の推進 

R10 ・災害対策本部訓練の実施  

・避難所開設訓練の実施 

・地域防災計画（関連計画・マニュアル等）の見直し  

・避難行動要支援者支援策の推進 

・災害時応援協定の推進 

R11 ・災害対策本部訓練の実施  

・避難所開設訓練の実施 

・地域防災計画（関連計画・マニュアル等）の見直し  

・避難行動要支援者支援策の推進 

・災害時応援協定の推進 

R12 ・災害対策本部訓練の実施  

・避難所開設訓練の実施 

・地域防災計画（関連計画・マニュアル等）の見直し  

・避難行動要支援者支援策の推進 

・災害時応援協定の推進 
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リスクシナリオ ４－１ 

サプライチェーンの寸断等による企業の生産力低下 

施策の名称 取組の名称 

【担当課】 

事  業  概  要  な  ど 

（実施計画の事業内容とする。） 

工業団地等

の耐災害性

の向上 

生産性向上

道路整備事

業【道路

課】 

事

業

概

要 

目

的 

工業団地アクセス道路整備による産業機能の強化及び白井工業団地

と緊急輸送道路となっている国道１６号のアクセス性を向上させる

ことで、耐災害性の強化を図る。また、二重川沿いにおける市道整備

による農業振興を図る。 

内

容 

白井工業団地と国道 16 号を結ぶ新たな大型車対応の道路の整備（市

道 00-136 号線）及び二重川沿い道路の整備（市道 03-017号線）推進

を図る。 

交付金等名称：防災・安全交付金（道路事業）  

R8 ・工事 ・施工協議・指導 

R9 ・測量 ・施工協議・指導 

R10 ・施工協議・指導 

R11 ・施工協議・指導 

R12 ・施工協議・指導 

 

 

リスクシナリオ ４－３ 

金融サービス・郵便等の機能停止による国民生活・商取引等への甚大な影響 

施策の名称 取組の名称 

【担当課】 

事  業  概  要  な  ど 

（実施計画の事業内容とする。） 

工業団地等

の耐災害性

の向上 

生産性向上

道路整備事

業 

【道路課】 

事

業

概

要 

目

的 

工業団地アクセス道路整備による産業機能の強化及び白井工業団地

と緊急輸送道路となっている国道１６号のアクセス性を向上させる

ことで、耐災害性の強化を図る。また、二重川沿いにおける市道整備

による農業振興を図る。 

内

容 

白井工業団地と国道 16 号を結ぶ新たな大型車対応の道路の整備（市

道 00-136 号線）及び二重川沿い道路の整備（市道 03-017号線）推進

を図る。 

交付金等名称：社会資本整備総合交付金 

R8 ・工事 ・施工協議・指導 

R9 ・測量 ・施工協議・指導 

R10 ・施工協議・指導 

R11 ・施工協議・指導 

R12 ・施工協議・指導 

多重道路ネ

ットワーク

の形成によ

る耐災害性

の向上 

市道新設改

良事業 

【道路課】 

事

業

概

要 

目

的 

道路の新設及び改良により、安全で円滑な道路交通環境を確保す

る。(市道 12-002 号線外 6 路線） 

内

容 

道路の拡幅・歩道設置工事や新設工事を行う。 

交付金等名称：防災・安全交付金（道路事業） 

R8 ・調査、測量・設計、用地買収、工事 

R9 ・調査、測量・設計、用地買収、工事 

R10 ・調査、測量・設計、用地買収、工事 

R11 ・調査、測量・設計、用地買収、工事 

R12 ・調査、測量・設計、用地買収、工事 
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リスクシナリオ ５－４ 

上下水道施設の長期期間にわたる機能停止 

施策の名称 取組の名称 

【担当課】 

事  業  概  要  な  ど 

（実施計画の事業内容とする。） 

浄化槽の

整備及び

災害対応

力の強化 

合併処理浄

化槽設置促

進事業 

【環境課】 

 

 

 

事

業

概

要 

目

的 

合併処理浄化槽の設置を促進し、生活雑排水による公共用水域（河

川・湖沼）の水質汚濁を防止する。 

内

容 

高度処理型合併処理浄化槽の単独処理浄化槽又は汲み取り便槽から

の転換設置者に対して、設置費用の一部を補助する。 

交付金等名称：循環型社会形成推進交付金 

R8 ・合併処理浄化槽設置整備事業補助金の交付 

R9 ・合併処理浄化槽設置整備事業補助金の交付 

R10 ・合併処理浄化槽設置整備事業補助金の交付 

R11 ・合併処理浄化槽設置整備事業補助金の交付 

R12 ・合併処理浄化槽設置整備事業補助金の交付 

応急給水

活動体制

の充実 

■災害時必

要設備充足

事業（井戸

関連） 

【危機管理

課】 

 

 

 

事

業

概

要 

目

的 

災害時に想定される必要な設備を充足し、防災機能の強化を図る。 

内

容 

断水時における生活用水を確保するため、災害時協力井戸の活用を

推進するとともに、既設の非常用井戸の適切な維持管理及び改修等

を行う。 

交付金等名称：― 

R8 ・災害時協力井戸水質検査  

・非常用井戸の保守・水質検査等 

R9 ・災害時協力井戸水質検査  

・非常用井戸の保守・水質検査等 

R10 ・災害時協力井戸水質検査  

・非常用井戸改修工事  

・非常用井戸の保守・水質検査等 

R11 ・災害時協力井戸水質検査  

・非常用井戸改修工事  

・非常用井戸の保守・水質検査等 

R12 ・災害時協力井戸水質検査  

・非常用井戸改修工事  

・非常用井戸の保守・水質検査等 
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リスクシナリオ ５－５ 

基幹的交通から地域交通網まで、陸上交通ネットワークの機能停止による物流・人流への甚大な影響 

施策の名称 取組の名称 

【担当課】 

事  業  概  要  な  ど 

（実施計画の事業内容とする。） 

市道・橋

梁等の適

正な維持

管理 

道路維持修

繕事業 

【道路課】 

 

 

 

事

業

概

要 

目

的 

市道の維持・修繕を推進し、拠点と地域を便利で安全に移動できる

道路ネットワークを整える。 

内

容 

幹線市道などの効率的・効果的な舗装修繕を行う。 

交付金等名称：道路メンテナンス事業費補助（道路事業） 

R8 ・幹線市道等の修繕工事 

R9 ・幹線市道等の修繕工事 

R10 ・幹線市道等の修繕工事 

R11 ・幹線市道等の修繕工事 

R12 ・幹線市道等の修繕工事 

市道・橋

梁等の適

正な維持

管理 

橋梁維持修

繕事業 

【道路課】 

 

 

 

事

業

概

要 

目

的 

橋梁の長寿命化により、ライフサイクルコストの縮減と平準化を図

りつつ、橋梁の安全性を確保する。 

内

容 

定期的な橋梁点検の結果に基づき、計画的に橋梁修繕を行う。 

交付金等名称：道路メンテナンス事業費補助（道路事業） 

R8 ・橋梁修繕計画更新業務、橋梁点検業務、橋梁修繕工事 

R9 ・橋梁点検業務、橋梁修繕工事 

R10 ・橋梁点検業務、橋梁修繕工事 

R11 ・橋梁修繕計画更新業務、橋梁点検業務、橋梁修繕工事 

R12 ・橋梁点検業務、橋梁修繕工事 
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リスクシナリオ ６－５ 

貴重な文化財や環境的資産の喪失、地域コミュニティの崩壊等による有形・無形の文化財の衰退・喪失 

施策の名称 取組の名称 

【担当課】 

事  業  概  要  な  ど 

（実施計画の事業内容とする。） 

指定文化

財に係る

各種防災

対策の充

実 

文化財保

護・周知事

業 

【生涯学習

課】 

 

 

 

事

業

概

要 

目

的 

市内の国・県・市指定文化財の良好な状態での保存と活用を図り、

市民が文化財に親しむ機会を拡充することにより、市の歴史理解と

文化の向上に寄与する。 

内

容 

指定文化財の保存・修理に対する支援を行うとともに、必要な費用

の一部を補助する。また、指定文化財の説明看板の設置やパンフレ

ットの刊行により周知するとともに、市民が文化財に親しむ機会と

して文化財講演会等を開催する。 

交付金等名称：国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金 

国宝重要文化財等防災施設整備費補助金 

R8 ・指定文化財の保存・修理に対する補助金の交付 

・文化財講演会の開催 

R9 ・指定文化財の保存・修理に対する補助金の交付 

・パンフレットの刊行  

・文化財講演会の開催 

R10 ・指定文化財の保存・修理に対する補助金の交付  

・指定文化財説明看板の設置 

・文化財講演会の開催 

R11 ・指定文化財の保存・修理に対する補助金の交付  

・指定文化財説明看板の設置 

・パンフレットの刊行  

・文化財講演会の開催 

R12 ・指定文化財の保存・修理に対する補助金の交付 

・文化財講演会の開催 
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